
  

     宅 配 買 取 規 約   
  

  
  
か ね 丈 質 店 （以 下 「当 社」 と い う） が 提 供 す る 宅 配 買 取 サー ビ ス （以 下 「本 サー ビ ス」 と 
い う） の 規 約 を、 以 下 の 通 り 定 め ま す。   
  

第 1 条 （⽬ 的）   
ご 利 ⽤ 者 様 は、 本 規 約 に 従っ て、 本 サー ビ ス を ご 利 ⽤ い た だ く も の と 致 し ま す。   
ま た、 お 品 物 を お 送 り 頂 い た 時 点 で 本 契 約 に 同 意 し た も の と 致 し ま す。   
  

第 2 条 （買 取 商 品）   
宅 配 買 取 に て 買 取 可 能 な お 品 物 は、 宝 ⽯・ 貴 ⾦ 属・ 時 計・ ブ ラ ン ド バッ ク・ ⾷ 器・ そ の 
他、 当 社 取 扱 商 品 と 致 し ま す。   
  

第 3 条 （お 品 物 の 送 付 ⽅ 法）   
● LINE 、 当 社 お 問 い 合 わ せ フォー ム、 お 電 話 で お 申 込 を し て い た だ く と、 宅 配 買 取 申 込 
⽤ 紙 等、 宅 配 買 取 に 必 要 な ア イ テ ム を ご ⾃ 宅 へ 送 付 致 し ま す。   

● お 客 さ ま が 当 社 に お 品 物 を 発 送 す る 際 の 送 料 は、 当 社 が 負 担 致 し ま す。   

● お 品 物 の 配 送 中 の 故 障・ 破 損 等 の 事 故 防 ⽌ の た め、 緩 衝 材 （新 聞 紙 等） を ⼊ れ て 厳 重 に 
梱 包 し て く だ さ い。 配 送 中 に 発 ⽣ し た 事 故 に つ い て、 当 社 及 び 業 務 委 託 先 は ⼀ 切 責 任 を 
負 わ な い も の と 致 し ま す。   

第 4 条 （お 品 物 の 売 買 契 約 の 成 ⽴）   
当 社 は、 ご 郵 送 い た だ い た お 品 物 を 査 定 し た 後、 買 取 ⾦ 額 を 提 ⽰ 致 し ま す。 承 諾 い た だ け 
る 場 合 は 「売 却」、 そ う で な い 場 合 は 「返 却」 希 望 の 旨 を お 伝 え く だ さ い。   
1. 「売 却」 の 場 合、 売 買 契 約 が 成 ⽴ し、 5 営 業 ⽇ 以 内 (⼟ ⽇ 祝 除 く) に 代 ⾦ を お 振 込 み 致 し 
ま す。   
買 取 代 ⾦ を お ⽀ 払 い し た 時 点 で、 お 品 物 の 所 有 権 は、 ご 利 ⽤ 者 様 か ら 当 社 に 移 転 致 し 
ま す。   

2 、 「返 却」 の 場 合 は、 5 営 業 ⽇ 以 内 （⼟ ⽇ 祝 除 く） に お 申 込 い た だ い た 住 所 に、  送 料 お 客 
様 負 担  に て ご 返 送 致 し ま す。   

  
お 品 物 の 到 着 ⽇ か ら ３ 営 業 ⽇ 以 内 （⼟ ⽇ 祝 を 除 く） に 買 取 ⾦ 額 を ご 連 絡 致 し ま す が、 ７ 営 
業 ⽇ を 経 過 し て も ご 連 絡 が 取 れ な い 場 合 ま た は ご 返 答 を 頂 け な い 場 合 は、 「承 諾」 さ れ た 
も の と み な し、 お ⽀ 払 い ⼿ 続 き を 致 し ま す。   
  
売 買 契 約 成 ⽴ 後、 買 取 し た お 品 物 が コ ピー 品 で あっ た 場 合 は、 速 や か に 当 社 に 買 取 代 ⾦ を 
返 却 し 売 買 契 約 の 解 除 の ⼿ 続 き を し て い た だ き ま す。 ⼊ ⾦ 確 認 後、 当 社 に お 申 込 い た だ い 
た 住 所 に 送 料 当 社 負 担 で ご 返 送 致 し ま す。   
お 品 物 の 部 分 的 な 買 取、 返 却 に は 応 じ か ね る 場 合 が ご ざ い ま す 。   

  

  



  

  

第 5 条 （古 物 営 業 法 に 基 づ く 本 ⼈ 確 認）   
古 物 営 業 法 の 定 め に よ り、 ご 本 ⼈ 確 認 を さ せ て い た だ き ま す。   
  

● ⾝ 分 証 明 書 （ ※1 ） の コ ピー で 確 認 致 し ま す。   

● ⾝ 分 証 明 書 に 記 載 さ れ た 住 所 と 申 込 住 所 は、 ⼀ 致 し て い る 必 要 が あ り ま す。 異 な る 場 合 
は 公 共 料 ⾦ の 領 収 書 等 (※2) で 住 所 確 認 を す る た め、 そ の コ ピー が 必 要 と な り ま す。   

※1   ⾝ 分 証 明 書 （⽣ 年 ⽉ ⽇・ 現 住 所 記 載・ 有 効 期 限 内 の 運 転 免 許 証・ パ ス ポー ト・ 住 ⺠ 基 
本 台 帳・ 外 国 ⼈ 登 録 証 明 書・ 健 康 保 険 証)   
※2   公 共 料 ⾦ の 領 収 書 は、 ３ヶ ⽉ 以 内 の 発 ⾏ ⽇ と す る。   

第 6 条 （お 取 引 可 能 年 齢）   
20 歳 未 満 の ⽅ は、 本 サー ビ ス を ご 利 ⽤ で き ま せ ん。   

第 7 条 （お ⽀ 払 い）   
ご 利 ⽤ 者 様 が 当 社 ⼜ は 業 務 委 託 先 の 提 ⽰ し た 買 取 ⾦ 額 を 承 諾 さ れ た 後、 ５ 営 業 ⽇ 以 内 に ⾦ 
融 機 関 の ⼝ 座 （ ※3 ） に お 振 込 し ま す。 但 し、 以 下 の 場 合 は お 振 込 が 遅 れ た り、 で き な い 
場 合 が あ り ま す。   

● ⼝ 座 情 報 に 不 備 が あ る 場 合。   

● 登 録 さ れ た ⼝ 座 に 振 込 ⼿ 続 き を ⾏ う も、 何 ら か の 事 情 で 振 込 が で き な かっ た 場 合、 ご 利 
⽤ 者 様 に ご 連 絡 す る こ と が あ り ま す。 ご 利 ⽤ 者 様 の 都 合 で 連 絡 が つ か な い 場 合 は 「キャ 
ン セ ル」 と み な し、 お 品 物 は 返 却 致 し ま す。   

※ 3   ⾦ 融 機 関 の ⼝ 座 名 義 は、 古 物 営 業 法 に 基 づ き ご 利 ⽤ 者 様  ご 本 ⼈ 名 義 に 限 ら せ て い た だ 
き ま す 。 ご 注 意 下 さ い。   

第 8 条 （振 込 ⼿ 数 料）   
振 込 ⼿ 数 料 は 当 社 が 負 担 し ま す。   

第 9 条 （キャ ン セ ル）   
ご 利 ⽤ 者 様 が 当 社 が 提 ⽰ し た 買 取 ⾦ 額 を 承 諾 さ れ た 後 は、 お 品 物 の 返 却、 キャ ン セ ル は ⼀ 
切 お 受 け で き ま せ ん。   

第 10 条 （お 品 物 の 取 扱 い）   
● お 品 物 が 未 開 封 の 場 合 で も、 動 作 確 認、 現 状 確 認 の た め 開 封 い た し ま す。 そ の 後、 お 品 
物 を 返 却 す る 場 合 で も、 当 社 及 び 業 務 委 託 先 は 開 封 に 伴 う 損 害 等 に つ い て、 ⼀ 切 の 責 任 
を 負 わ な い も の と 致 し ま す。   

● お 品 物 を 査 定 す る 際、 初 期 の 状 態 に 戻 す 場 合 が ご ざ い ま す。 初 期 の 状 態 に 戻 し た 場 合 
は、 現 状・ シ ス テ ム 環 境・ デー タ 等 を 査 定 前 の 状 態 へ 復 元 す る こ と が で き ま せ ん の で、 
あ ら か じ め ご 了 承 く だ さ い。   

● 査 定 ⾦ 額 と は、 商 品 の 付 属 品 を 全 て 含 む 価 格 と 致 し ま す。   

● お 品 物 が 到 着 し た ⽇ 時 の 相 場 で 査 定 さ せ て 頂 き ま す。   

● 地 ⾦・ 貴 ⾦ 属 の 査 定 は ⽐ 重 計 を 使 い 審 査 を ⾏ う た め、 ⽔ に 漬 け る 場 合 が あ り ま す。 ま 
た、 試 ⾦ ⽯ で ス ク ラッ チ を ⾏ う 場 合 が あ り ま す。   

● 当 社 は メー カー と は 違 い、 当 社 独 ⾃ の 基 準 で 査 定 を ⾏ なっ て お り ま す。 あ く ま で 査 定 と 
な り ま す の で、 本 物 か 偽 物 か を お 答 え す る 事 は で き ま せ ん。   

  



  

  

第 11 条 （所 有 権 の 放 棄）   
第 4 条 で 定 め る ご 利 ⽤ 者 様 が 「返 却」 を 希 望 さ れ た 場 合 お よ び 第 7 条 で 定 め る 「キャ ン セ 
ル」 と み な し た 場 合 で、 当 社 が お 品 物 を 返 送 し た に も か か わ ら ず、 ご 利 ⽤ 者 様 の ご 事 情 に 
よ り 当 社 に 返 戻 さ れ た 場 合 で、 そ の 後、 当 社 の 責 に 帰 す こ と の で き な い 理 由 に よ り ご 利 ⽤ 
者 様 と 連 絡 が 不 通 と な る 等、 責 に 已 む な し と 判 断 し た 場 合 は、 お 品 物 が 当 社 に 返 戻 さ れ た 
⽇ か ら １ヶ ⽉ の 経 過 期 間 を もっ て、 ご 利 ⽤ 者 様 が お 品 物 の 所 有 権 を 放 棄 し た と み な し、 お 
品 物 の 所 有 権 は 当 社 が 取 得 し ま す。   

第 12 条 （責 任 の 範 囲）   
・ お 品 物 の 配 送 中 の 故 障・ 破 損 等 の 事 故 防 ⽌ の た め、 緩 衝 材 （新 聞 紙 等） を ⼊ れ て 厳 重 に 
梱 包 し て く だ さ い。 配 送 中 に 発 ⽣ し た 事 故 に つ い て、 当 社 は ⼀ 切 責 任 を 負 わ な い も の と 致 
し ま す。   

・ 配 送 前 に ポ ケッ ト 等 に お 客 様 の 私 物 （現 ⾦、 カー ド 類、 鍵、 ハ ン カ チ 等） が ⼊っ て い な 
い か お 確 か め 下 さ い。 商 品 の ポ ケッ ト の 中 な ど に ⼊っ て い る お 客 様 の 事 物 （現 ⾦、 カー ド 
類、 鍵、 ハ ン カ チ 等）、 及 び 商 品 の 価 値 に 直 接 関 わ ら な い と 当 社 が 判 断 す る 付 属 品 （ハ ン 
ガー、 袋、 ク リー ニ ン グ 袋、 レ シー ト、 箱 等） に 関 す る 保 証 は ⼀ 切 負 い ま せ ん。   

・ お 品 物 を お 預 か り し た 後、 買 取 査 定 前 ⼜ は キャ ン セ ル に よ る 返 却 ま で に、 お 品 物 の 紛 
失・ 破 損 等 が あっ た 場 合 は、 当 社 の 故 意 ま た は 重 ⼤ な 過 失 が あ る 場 合 に 限 り、 当 社 の 買 取 
査 定 基 準 に 従 い、 当 社 に お け る 販 売 価 格 を 上 限 と し て 補 償 し ま す。   
（故 障、 時 間、 移 動、 保 管 に 伴 う ⾃ 然 劣 化 は 保 証 対 象 外 と な り ま す）   

第 13 条 （個 ⼈ 情 報 の 取 扱 い）   
当 社 及 び 業 務 委 託 先 は 以 下 の 場 合 を 除 き、 ご 利 ⽤ 者 様 の 許 可 な く ご 利 ⽤ 者 様 の 個 ⼈ 情 報 を 
第 三 者 に 提 供 す る こ と は あ り ま せ ん。   
  

● 古 物 営 業 法 上 の 取 扱 い 記 録・ 本 ⼈ 確 認、 サー ビ ス 利 ⽤ の た め。   

● 当 社 か ら の 商 品・ サー ビ ス 等 の お 知 ら せ の た め。   

● 古 物 営 業 法 に よ る 警 察 か ら の 正 式 な 要 請 に 応 じ た 情 報 提 供。   

第 14 条 （規 約 の 改 定）   
● 当 社 は、 本 規 約 に つ い て 社 会 情 勢 の 変 化 等 に 対 応 し 当 社 が 相 当 と 認 め る 場 合 は、 い つ で 
も ご 利 ⽤ 者 様 に 許 可 な く 本 規 約 の 変 更 改 定 で き る も の と 致 し ま す。   

● 本 規 約 の 変 更 改 定 は、 当 社 ホー ム ペー ジ 上 に 告 知 し た 時 点 で 効 ⼒ を ⽣ じ る も の と 致 し ま 
す。   

令 和 2 年 9 ⽉ 18 ⽇ 制 定 実 施   
  

  


